
JP 2009-155871 A 2009.7.16

10

(57)【要約】
【課題】仮設トイレの水洗を、電源の有無に拘わらず可
能とし、電源がある場合には電動による水洗とし得るよ
うにする。
【解決手段】人力により貯水タンク２２から水を送る人
力ポンプ３１と、電気駆動により貯水タンク２２から水
を送る電動ポンプ３７とを両方設ける。それぞれのポン
プ３１，３７からの送水管３４，３６を三方口継手３５
で合流させ、この三方口継手３５の電動ポンプ３７側の
口部４７に非電動の逆止弁を設け、電源供給の無い人力
ポンプ３１の駆動時に電動ポンプ３７側への逆流によっ
て水圧が低下することを避ける。電動ポンプ３７の作動
スイッチ３８は、人力ポンプ３１を動かすペダル３２に
組み込み、電源の有無に拘わらず同じ操作で水洗できる
ようにする。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　便器（１３）と、便器（１３）に流す洗浄水（ａ）を蓄える貯水タンク（２２）とが一
体となり、前記便器（１３）に洗浄管（４２）を設けた移動可能な仮設トイレであって、
　人力により前記貯水タンク（２２）から前記洗浄管（４２）に洗浄水（ａ）を送る人力
ポンプ（３１）と、電気駆動により前記貯水タンク（２２）から前記洗浄管（４２）に洗
浄水（ａ）を送る電動ポンプ（３７）とを備えた仮設トイレ。
【請求項２】
　前記人力ポンプ（３１）による前記洗浄管（４２）への送水管（３４）と前記電動ポン
プ（３７）からの送水管（３６）とを合流させた後、その合流管（４０）を前記洗浄管（
４２）に接続し、前記電動ポンプ（３７）からの送水管（３６）にその電動ポンプ（３７
）側への逆流を防止する非電動の逆止弁を設けた請求項１に記載の仮設トイレ。
【請求項３】
　前記両送水管（３４、３６）の合流を、三方口継手（３５）でもって行い、その継手を
逆止弁構造とした請求項２に記載の仮設トイレ。
【請求項４】
　前記三方口継手（３５）の前記電動ポンプ（３７）からの送水管（３６）を接続した口
部（４７）に前記逆止弁を設けた請求項３に記載の仮設トイレ。
【請求項５】
　前記逆止弁を、前記三方口継手（３５）の前記電動ポンプ（３７）からの送水管（３６
）を接続した筒状口部（４７）に弁座（４５）を形成すると共に、その弁座（４５）に接
離する弁体（４４）を装填したものとした請求項４に記載の仮設トイレ。
【請求項６】
　前記弁体（４４）を球体とするとともに、前記三方口継手（３５）内にその球状弁体（
４４）が他の口に移動することを阻止する突起（４３）を設けた請求項５に記載の仮設ト
イレ。
【請求項７】
　前記人力ポンプ（３１）のペダルの踏み込みでもって、前記電動ポンプ（３７）への電
源が供給されるようにした請求項１乃至６の何れかに記載の仮設トイレ。
【請求項８】
　前記貯水タンク（２２）に上水道を、開閉弁（５６）を介して接続可能とし、その開閉
弁を前記貯水タンク（２２）内のボールタップ（５５）でもって開閉するようにした請求
項１乃至７の何れかに記載の仮設トイレ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、設置場所の電気環境に適応可能な水洗式の仮設トイレに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、工事現場やイベント会場などの、一時的にトイレを必要とするが将来的には不要
になる箇所では、移動式の仮設トイレが多く用いられている。また、公園、河川敷、登山
道、海浜公園、キャンプ場などの屋外施設において、建築物としての常設トイレを設置す
ることが難しい場所でも同様の移動式の仮設トイレが多く設置されている。
【０００３】
　従来はこのような仮設トイレとして、汚物を直接汚物タンクに落とすくみ取り式のもの
が多く用いられていたが、近年、衛生上の理由から水洗式のものが用いられるようになっ
ている。しかし、仮設トイレの設置環境では水の使用量が限られる場合が多いために、便
器の上方に水槽を設け、そこから洗浄水を落下させる落下式のような大量の水を使用する
方式は利用しにくく、限られた量の水をポンプで送り出すことが多い。例えば、特許文献
１に記載のように、足踏みポンプを用いたトイレが利用されている。
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【０００４】
　このトイレでは、人力で動かす足踏みポンプはある程度の力を必要とするため、非力な
子供だと十分に水を流すことができない場合がある。このため、電気が整っているところ
では、当然電気を利用してポンプを動かすことが利便性の面から好ましい。一方で、仮設
トイレを設置する環境は、電気が通じていない環境であることも多い。このため、特許文
献２のような、太陽電池を用いて仮設トイレに電気を確保するといったことが行われてい
る。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２５７８９号公報
【特許文献２】特開２００６－２２３６５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の仮設トイレでは、電気が整った箇所で用いられることを前提に作
ったものは少ない。しかも電気を利用する仮設トイレは、電気がある環境でしか利用でき
ないという問題があった。
【０００７】
　このため、先の設置場所で不要になった仮設トイレを別のところに移動させて利用しよ
うとしても、それが電気の利用を前提としたものであれば、電気の通じていないところに
持って行くことはできず、電気の利用を前提としていないものであれば、電気の通じたと
ころに持って行っても電気を利用することができなかった。従って、電気がある場合には
電気を利用できるようにするならば、電気設備の有無ごとに適した仮設トイレを別個に用
意しなければならなかった。
【０００８】
　さらに、工事現場などで仮設トイレの設置中に周辺の環境が整い、電気が利用できるよ
うになったとしても、電気の利用を前提としていない仮設トイレではその電気を使用する
ことができなかった。
【０００９】
　一方で、特許文献２に記載のように仮設トイレに太陽電池を用いれば、周辺の送電環境
にかかわらず電気を用いることができる。しかし、太陽電池が高価であるために、仮設ト
イレの設置コストに見合わず、電気の有無に合わせた二種類の仮設トイレを用意した方が
よいことになってしまった。また、太陽電池でポンプを駆動できるだけの電気容量を確保
することは容易ではなく、さらに、曇天雨天が続くと利用できなくなるという問題点もあ
った。
【００１０】
　そこでこの発明は、水洗式の仮設トイレを、設置場所の電気の有無に関わらず汎用的に
用いることができ、送電された後は設備を取り替えることなく電気を利用できるようにす
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明は、便器を水洗するための洗浄水を供給する洗浄管と、洗浄水を蓄える貯水タ
ンクを有する移動可能な仮設トイレを、人力により前記貯水タンクから前記洗浄管に洗浄
水を送る人力ポンプと、電気駆動により前記貯水タンクから前記洗浄管に洗浄水を送る電
動ポンプとを備えたものにすることで、電気の有無に関わらず利用可能としたのである。
すなわち、送電された環境では電動ポンプを用い、送電されていない環境では人力ポンプ
を用いることで、いずれの場合にも水洗できるようにしている。
【００１２】
　人力ポンプ及び電動ポンプから便器へ洗浄水を供給する洗浄管は、それぞれのポンプご
とに一本ずつ設けていてもよいが、それぞれのポンプからの送水管同士を合流させ、その
合流管を、便器に設けた一つの洗浄管に接続すると、便器の構造を簡略化することができ
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る。この場合、電動ポンプからの送水管に、その電動ポンプへの逆流を防止する逆止弁を
設けておくことで、十分な水圧を確保することが難しい人力ポンプの操作時に、水流が電
動ポンプ側に流れ込んでしまって水圧がさらに低下し、洗浄水の勢いが低下することを防
ぐ。
【００１３】
　上記の逆止弁を設ける箇所は、電動ポンプへの逆流を防止出来る箇所であれば特に制限
されない。このとき、逆止弁として非電動のものを用いることで、電源が無くても逆止弁
が作用して逆流を防ぎ、便器を洗浄する水圧が低下することを抑制できる。
【００１４】
　なお、電動ポンプによる水圧は人力ポンプによる水圧よりも高いので、ある程度人力ポ
ンプに逆流しても便器を洗浄する水圧は必要程度を確保できるが、逆流すると水圧の低下
は避けられない。そこで、人力ポンプからの送水管にも非電動の逆止弁を設けておくと、
電動ポンプを使用した際に人力ポンプに逆流して水圧が低下することを抑制できる。
【００１５】
　上記のそれぞれのポンプからの送水管の合流を三方口継手で行い、その継手を逆止弁構
造とすると、送水管の合流と逆止弁による逆流防止とを一つの部品で行うことができ、構
造が簡略化され、製造が容易となる。この場合、三方口継手のうち、電動ポンプからの送
水管を接続した口部に逆止弁を設けると、電動ポンプへの逆流を防止する以外の副作用を
起こさずに済み、効率良く水圧の制御ができる。なお、三方口継手の構造は、Ｙ字型でも
よいし、Ｔ字型でもよい。
【００１６】
　上記三方口継手に設ける非電動の逆止弁の具体的な構造としては、電動ポンプからの送
水管を接続した筒状口部に弁座を形成し、その弁座に接離する弁体を装填したものが挙げ
られる。これは、三方口継手がＴ字型でもＹ字型でもとりうる構造だが、特にＴ字型の三
方口継手の場合に有効な逆止弁として働く。人力ポンプのみから水流が来た場合には、弁
体が弁座に収まり、電動ポンプへの水流を遮ることができる。より具体的には、弁体を球
形にすることで、弁座に嵌りやすくすることができる。また、その球形の弁体が他の口部
に移動することを阻止する突起を上記三方口継手内に設けることで、弁体が他の口部に移
ってしまい適切に弁座に収まらなくなることを防ぐことができる。例えば、弁体が合流管
側の口部に移動してしまうと、人力ポンプからの水流によって弁座に収まるのではなく、
洗浄管に繋がる合流管を遮ってしまうことになってしまうが、前記突起により、このよう
な事態を防ぐことができる。
【００１７】
　なお、人力ポンプからの送水管にも逆止弁を設ける場合には、人力ポンプからの送水管
を接続した筒状口部にも弁座を形成し、上記突起によって区切られた人力ポンプ側に弁体
を設けると、上記と同様の動作により、人力ポンプへの逆流を抑制できる。
【００１８】
　上記人力ポンプの構造は特に限定されず、手で作動させるものでも、足で作動させるも
のでもよい。その中でも、ペダルの踏み込みにより作動させるフットポンプとすると、人
間の体重を効率よく掛けて強い力で洗浄水を吐出させることができるので好ましい。一方
で、上記電動ポンプを作動させるには、電気的なスイッチの入力だけでよいので、電動ポ
ンプの作動スイッチの形態は特に限定されない。ただし、人力ポンプのペダルを踏み込む
ことで電動ポンプのスイッチが入り電源が供給されるようにすると、操作系を一つにまと
めることができ、仮設トイレ内の構成を簡素化できるので好ましい。
【００１９】
　この場合、ペダルの踏み込み後すぐにスイッチが入るようになっていると、誤ってペダ
ルに触れただけで電動ポンプのスイッチが入ってしまうことがあるが、ペダルを可動部分
全体の１割～２割程度踏み込んだところで電動ポンプのスイッチが入るようにすると誤作
動の可能性を抑えることができる。また、電動ポンプのスイッチが入る箇所よりもペダル
を踏み込まないようにするストッパーを取り付けられるようにし、電源供給時にはこのス
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トッパーを設けておくと、それ以上人力ポンプが作動しなくなるので、洗浄水を余分に浪
費することを抑えられる。
【００２０】
　なお、貯水タンクへの給水については、上水道に接続可能な開閉弁を設けておき、この
開閉弁を貯水タンク内に設けたボールタップによって開閉するようにすることで、電源の
有無に関わらず、貯水タンクへの供給を制御することができる。また、貯水タンクへバケ
ツなどで直接給水可能な給水口を設けておくと、上水道が使えない箇所でも上記仮設トイ
レを利用できる。
【００２１】
　また、便器使用後の汚水を一時貯める汚水タンクを上記便器の下方に設けることで、汚
水の一時的な蓄積が可能となる。さらに、汚水タンクの下部及び背部に蓋付きのドレーン
を設けておくと、電源の供給が無い場合でもそれらのドレーンを通じて、仮設トイレの下
部や後方に設けた外部汚水タンクや、間近にある下水道へ落下させることで排水が可能と
なる。一方で、汚水タンク内に電動の汚水ポンプを設けておくと、電源の供給がある場合
には強制排水させて、離れた箇所にある外部汚水タンクや下水道へ汚水を送り込むことが
できる。これらのドレーンと汚水ポンプとの両方を設けておくことで、電源が無い場合に
はドレーンを用いて排水し、電源がある場合には汚水ポンプを用いて仮設トイレから離れ
た箇所まで排水できる。これにより、汚水タンク内に残る残留物の量を抑えることができ
る。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明に係る仮設トイレは、設置場所に電気が通っているか否かに関わらず用いるこ
とができるとともに、電気が通っていればその電気を利用できる。運用者は送電状況に関
わらず設置できるので、送電状況ごとに別個のトイレを用意することなく、利用者が最大
限電源による恩恵を受けられるようにすることができる。また、送電されていない箇所で
の設置中に送電がされるようになった場合は、ユニットの交換を行うことなく、そのまま
の状態で電気を利用してより快適に利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、この発明にかかる仮設トイレの実施形態を、添付図面を用いて説明する。
図１に実施形態にかかる仮設トイレの概略を示す。正面に扉１があり、それ以外の三方は
壁２で覆われ、一つのユニットとなっている。扉１を開けると、内には仮設トイレの設置
場所より高くなった床部３があり、その奥にユニット本体４が取り付けてある。
【００２４】
　図２は、ユニット本体４の主な構成を示す。土台ともなるマルチタンク１１の上に、踏
み板でもあるマルチタンク蓋１２が乗り、その蓋の手前側中央部に空いた穴にプラスチッ
ク製の便器１３が嵌る。これらが一体となって、ユニット本体４を形成する。設置時には
床部３からマルチタンク蓋１２までが段になり、正面からは残量窓１６が確認でき、後述
するペダル３２が床部３の上に突き出ている。
【００２５】
　図３は、マルチタンク１１内を上方から見た平面図を示す。マルチタンク１１の左右方
向中央部には汚水タンク２１が収めてあり、これが便器１３から出た汚水を受ける汚水タ
ンク室となる。汚水タンク２１で区切られた左右の区画は使用前の水を蓄える貯水タンク
２２、２２’となる。汚水タンク２１の下には、マルチタンク１１の底面との間に隙間２
４が設けてあり、この隙間２４が左右の貯水タンク２２、２２’間を繋いで一体のものと
している。右側の貯水タンク２２’の手前側には、後述する人力ポンプ３１を収める人力
ポンプボックス２３を収める。
【００２６】
　上記のマルチタンク１１、汚水タンク２１，人力ポンプボックス２３はいずれもプラス
チック製であり、水の侵入及び漏出を防ぐ。
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【００２７】
　図４は、マルチタンク１１の正面図を示す。人力ポンプボックス２３を収めるマルチタ
ンク１１の右側正面には、人力ポンプ３１を動作させる可動部分であるペダル３２を手前
側に通すための縦スリット１５が空いている。図示しないが、人力ポンプボックス２３に
も、マルチタンク１１に空いている縦スリット１５と合わさる位置に、ペダル３２を通す
ための縦スリットが設けてある。また、これらの縦スリットに貯水タンク２２，２２’か
ら水が通らないように、人力ポンプボックス２３とマルチタンク１１とは水を通さないよ
うに接着している。さらに、マルチタンク１１の左側正面には、貯水タンク２２の水位を
外部から確認するための残量窓１６が取り付けてある。
【００２８】
　図５は、マルチタンク１１の背面図を示す。汚水タンク２１が収まる中央部には、下部
に汚水を重力によって排出する汚水排水用ドレーン１７が設けてあり、汚水タンク２１内
まで直結している。また、それとは別に、後述する汚水ポンプ５１から排出される汚水の
出口となるポンプ排出口１８が設けてある。さらに、図５では右側となる、マルチタンク
１１の貯水タンク２２の背面に、給水のための上水道管と接続可能である水道直結用ボル
ト１９が設けてある。
【００２９】
　図６は、マルチタンク蓋１２と便器１３とをマルチタンク１１に載せた状態、すなわち
、使用状態におけるユニット本体４の上方からの平面図を示す。マルチタンク蓋１２には
、貯水タンク２２に繋がる給水口２５が設けてあり、給水口蓋２６で覆ってある。バケツ
や給水車から給水する際には給水口蓋２６を外して、給水口２５から貯水タンク２２に給
水する。
【００３０】
　便器１３の内部奥には洗浄のための水流を吐き出す洗浄水吐水ノズル２７が一つ設けて
あり、電源供給の有無に関わらずここから便器１３内へ洗浄水ａが吐水される。また、便
器１３の中央部には下方への落下孔２８が空いている。洗浄水吐水ノズル２７の吐き出し
方向は、落下孔２８に向いておらず、落下孔２８に向かって落ち込む落下孔２８の周辺の
傾斜部に向いている。このため、吐出された水はすぐには落下孔２８に落ちず、落下孔２
８周辺を周回して洗浄してから落ちる。
【００３１】
　図７は、便器１３のみの側面図を示す。上記の落下孔２８は、普段は下方からフラッパ
ー２９で塞がっている。このフラッパー２９は上面に乗った重量によって一時的に下に向
かって開き、糞尿や汚水を汚水タンク２１へ落下させることができ、落下後はバネによっ
て自動的に閉まり、汚水タンク２１から臭いが上がってくるのを防ぐ。
【００３２】
　図８は、マルチタンク１１内の、汚水タンク２１，貯水タンク２２，２２’、人力ポン
プボックス２３に設ける設備及び配線配管図を示す。
【００３３】
　図９は、人力ポンプボックス内２３の横断面図を示す。人力ポンプボックス２３内には
人力ポンプ３１が設けてある。この人力ポンプ３１は、上記の縦スリット１５を通してマ
ルチタンク１１の手前側に突き出たペダル３２を踏み込むことで作動する。作動すると、
人力ポンプボックス２３より奥側、すなわち貯水タンク２２’内へ延びた吸水管３３から
貯水タンク２２’内の水を取り込み、マルチタンク１１の奥側へ延びる第一送水管３４へ
水を送り出す。この第一送水管３４は、後述する三方口継手３５に繋がる。
【００３４】
　左側の貯水タンク２２内には、電動ポンプ３７が設けてある。この電動ポンプ３７は、
貯水タンク２２内の水を電気駆動で第二送水管３６を通じて後述する三方口継手３５へ送
り出す。この電動ポンプ３７を作動させるスイッチ３８は、人力ポンプボックス２３内の
人力ポンプ３１の可動部分に取り付けてあり、電動ポンプ３７とは入力を伝える信号ケー
ブル３９で繋がっている。電源ケーブル４１から電気が供給されている場合は、上記ペダ
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ル３２が踏み込まれると、その途中でスイッチ３８が入り、電動ポンプ３７が作動して、
第二送水管３６を通じて貯水タンク２２内の水を所定量だけ三方口継手３５へ送る。なお
、このとき、人力ポンプ３１も動作することになるが、踏み込みの半ばで電動ポンプ３７
が十分に送水を行うことになるので、最後まで踏み込む必要がない。スイッチ３８が入る
途中の位置は、ペダル３２の可動し始めから可動範囲の１～２割程度の箇所であると、誤
ってペダル３２に触れた際に電動ポンプ３７が誤作動することを抑制できる。
【００３５】
　なお、電源供給時には、ペダル３２を踏み込んでスイッチ３８が入った後、それ以上は
踏み込まないようにする箇所に、ストッパー４９（図９内に破線で図示する。）を取り付
ける。これにより、使用者はペダル３２を最後まで踏み込むことがなくなり、人力ポンプ
３１から余分な水が送り出されることを防ぎ、水を節約することができる。
【００３６】
　図１０は、三方口継手３５の断面図を示す。人力ポンプ３１から第一送水管３４を通じ
て送り込まれる流路と、電動ポンプ３７から第二送水管３６を通じて送り込まれる流路と
が、この三方口継手３５で合わさり、一本の合流管４０の流路となって、洗浄水吐水ノズ
ル２７へ通じる洗浄管４２へ送り出される。二つの流路が合わさるところには突起４３が
設けてあり、突起４３と第二送水管３６との間に、止水用のボールである弁体４４が入っ
ている。弁体４４は突起４３によって動く範囲を制限され、第一送水管３４側の筒状口部
４６や、合流管４０側の筒状口部４８に移ることはない。
【００３７】
　三方口継手３５の第二送水管３６と繋げる筒状口部４７に、弁体４４が収まる弁座４５
が設けてある。電源が入らずに、人力のみで操作する場合には、第一送水管３４側からの
み送水されて、弁体４４が弁座４５に収まり、水流を遮る。これにより、人力ポンプ３１
による液流が電動ポンプ３７まで逆流することを防ぎ、電動ポンプ３７が損傷することを
防ぐ。第二送水管３６へ到達できない水流は、合流管４０にのみ向かい、洗浄管４２を通
じて、洗浄水吐水ノズル２７から便器１３内へ吐出される。このため、十分な水圧で送り
込むことが難しい人力ポンプ３１からの水流の勢いを殺すことなく、便器１３を洗浄する
ことができる。
【００３８】
　逆に、電源が入り電動ポンプ３７が稼働する場合には、第二送水管３６側からの水流に
よって、弁体４４は弁座４５から離れ、突起４３に引っ掛かる。このとき、水流は突起４
３と弁体４４を回り込んで合流管４０へ流れ、便器１３へ続く洗浄管４２を通じて洗浄水
吐水ノズル２７で吐出される。また、水流は第一送水管３４側へも流れるが、電動ポンプ
３７による水圧は人力ポンプ３１による水圧よりも強くすることができるので、人力ポン
プ３１側に水流の一部が流れ込んでも、便器１３の洗浄がある程度可能な水圧で洗浄水ａ
を吐出することができる。また、人力ポンプ３１は電動ポンプ３７よりも単純な構造をし
ており、逆流しても損傷する可能性は低い。
【００３９】
　ただし、三方口継手３５の、人力ポンプ３１からの第一送水管３４に繋がる筒状口部４
６にも弁座４５’を設け、突起４３と弁座４５’との間に弁体４４’（図１０中右側に鎖
線で示す。）を設けておくと、人力ポンプ３１への逆流を確実に防ぐことができ、電動ポ
ンプ３７からの水流の勢いを殺すことなく便器１３を洗浄することができる。
【００４０】
　上記の電源が入る場合と入らない場合との動作の違いは、特に何らかの切り替えを行う
必要なく、非電動の逆止弁となる三方口継手３５が流れ込む水流の状況に応じた動作をす
ることで実現されている。
【００４１】
　図１１は、便器１３及び汚水タンク２１の側面からの断面図を示す。上記の洗浄水吐水
ノズルから排出されて、便器１３を洗浄した後の汚水は、落下孔２８からフラッパー２９
を開いて汚水タンク２１内に落ちる。
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【００４２】
　図１２（ａ）及び（ｂ）は、電源が供給されない場合の汚水タンク２１からの汚水排出
方法を示す。このうち、図１２（ａ）は、汚水タンク２１の背面後方にある汚水排水用ド
レーン１７を開き、取り付けたホース５０で下方へ落下させることで、汚水タンク２１内
の汚水ｂを排水する場合を示す。このホース５０は、図１２（ａ）に示すように外部後方
にある下水道６１に繋げてもよいし、外部後方に別途設けた外部汚水タンク６２に繋げて
もよい。外部汚水タンク６２は内部で汚物を微生物分解するものでもよいし、定期的なく
み取りを行うものでもよい。ただし、電源が入らない状態で用いるため、下水道６１や外
部汚水タンク６２は仮設トイレに近い範囲で設置して、ホース５０を通じた落下により汚
水が自動的に移るようにする必要がある。
【００４３】
　図１２（ｂ）は、汚水タンク２１の中央にある直下ドレーン５３を通じて、この仮設ト
イレの真下に設けた外部汚水タンク６２に汚水を落下させる場合を示す。なお、この直下
ドレーン５３はマルチタンク１１の中央部分も貫通している。この場合、上記の汚水排水
用ドレーン１７は蓋をしておく。また、この直下ドレーン５３も、使わない時は蓋をして
おく。直下ドレーン５３は外部汚水タンク６２と直結しているので、ホース５０を通じて
外に送る場合よりも臭いがこもりやすいが、汚水タンク２１内からそのまま落下させるこ
とができるので、汚水タンク２１内に汚水が溜まりにくい。また、仮設トイレ自体と一体
のものとして取り扱うことができる。
【００４４】
　図１３（ａ）及び（ｂ）は、電源が供給される場合の汚水タンク２１からの汚水排出方
法を示す。電動ポンプ３７による洗浄が終わり、汚水が汚水タンク２１内に流れ込んで来
るタイミングで、汚水タンク２１内に設けた電気駆動する汚水ポンプ５１を作動させる。
この汚水ポンプ５１は、汚水タンク２１内の汚水ｂを、排出管５２を通じてポンプ排出口
１８からトイレ外へ強制排出する。この場合、圧力をかけて排水を送り出すことができる
ので、図１３（ａ）に示す下水道６１や、図１３（ｂ）に示す外部汚水タンク６２が離れ
た箇所にあっても送り出すことができる。排水が終わったら、汚水ポンプ５１を停止した
後、再度電動ポンプ３７を作動させて、洗浄水を流し、汚水タンク２１内に若干の水が溜
まるようにする。これにより、汚水タンク２１内に汚れがこびりつくことを防ぐ。
【００４５】
　なお、汚水タンク２１が作動、停止する時間、及びその後の電動ポンプ３７の再動作の
タイミングは、人力ポンプボックス２３内に設けたコントローラ５４により、信号ケーブ
ル３９及び複合ケーブル５７を通じた自動制御で行う。コントローラ５４は、プログラム
された制御回路であり、適切なタイミングで作動停止信号を発することができるものであ
る。なお、複合ケーブル５７は、信号ケーブル３９と繋がるとともに、電源ケーブル４１
とも繋がっていて、汚水ポンプ５１に信号と電源を供給するものである。
【００４６】
　一方、洗浄することで貯水タンク２２、２２’の水量は減る。上水道設備が無い場合に
は、洗浄水を使い切る前に給水車やバケツによる手作業などにより給水口２５を通じて貯
水タンク２２に給水する。なお、貯水タンク２２と貯水タンク２２’とは、汚水タンク２
１の底部に設けた隙間２４を通じて繋がっており、水位は一致する。
【００４７】
　上水道設備がある場合には、上水道を水道直結用ボルト１９に繋ぎ、そこから貯水タン
ク２２に給水可能とする。水道直結用ボルト１９には、貯水タンク２２内の水面に浮かべ
るボールタップ５５が一定の高さになると給水を停止する開閉弁５６が設けてある。開閉
弁５６はボールタップ５５の水位により電気を用いずに動作するので、電気の有無に関わ
らず作動させることができ、貯水タンク２２、２２’内の水位を保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】この発明の実施形態にかかる仮設トイレの概略図
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【図２】同実施形態のユニット本体の主な構成図
【図３】同実施形態のマルチタンク内部を上方から見た平面図
【図４】同マルチタンクの正面図
【図５】同マルチタンクの背面図
【図６】同実施形態のユニット本体を上方から見た平面図
【図７】同実施形態のユニット本体に取り付ける便器の側面図
【図８】同マルチタンク内の設備及び配線配管図
【図９】同実施形態の人力ポンプボックス内の横断面図
【図１０】同実施形態の三方口継手の断面図
【図１１】同実施形態の便器及び汚水タンクの側面断面図
【図１２】（ａ）同実施形態の非電動での外部への排水方法を示す横断面図、（ｂ）同実
施形態の非電動での下方への排水方法を示す横断面図
【図１３】（ａ）同実施形態の電動での外部汚水タンクへの排水方法を示す横断面図、（
ｂ）同実施形態の電動での外部下水道への排水方法を示す横断面図
【符号の説明】
【００４９】
１　扉
２　壁
３　床部
４　ユニット本体
１１　マルチタンク
１２　マルチタンク蓋
１３　便器
１５　縦スリット
１６　残量窓
１７　汚水排水用ドレーン
１８　ポンプ排出口
１９　水道直結用ボルト
２１　汚水タンク
２２　（左側の）貯水タンク
２２’　（右側の）貯水タンク
２３　人力ポンプボックス
２４　隙間
２５　給水口
２６　給水口蓋
２７　洗浄水吐水ノズル
２８　落下孔
２９　フラッパー
３１　人力ポンプ
３２　ペダル
３３　吸水管
３４　（人力ポンプからの）第一送水管
３５　三方口継手
３６　（電動ポンプからの）第二送水管
３７　電動ポンプ
３８　スイッチ
３９　信号ケーブル
４０　合流管
４１　電源ケーブル
４２　洗浄管
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４３　突起
４４　弁体
４５　弁座
４６　（人力ポンプからの）筒状口部
４７　（電動ポンプからの）筒状口部
４８　（洗浄管への）筒状口部
４９　ストッパー
５０　ホース
５１　汚水ポンプ
５２　排出管
５３　直下ドレーン
５４　コントローラ
５５　ボールタップ
５６　開閉弁
５７　複合ケーブル
６１　下水道
６２　外部汚水タンク
ａ　洗浄水
ｂ　汚水

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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